
宍粟市議会訓令第１号 

 

宍粟市予算決算常任委員会運営要綱の一部改正をここに定める。 

令和７年７月24日 

宍粟市議会議長 浅 田 雅 昭  

 

   宍粟市予算決算常任委員会運営要綱の一部を改正する要綱 

 

宍粟市予算決算常任委員会運営要綱の一部を改正する要綱（平成26年宍粟市議会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の左欄に掲げる規定を同表の右欄に掲げる規定に改める。 

改  正  前 改  正  後 

（小委員会及び分科会の設置等） （分科会の設置等） 

第２条 予算決算常任委員会に会議規則第103条の規定による小委員会及び分

科会を置くものとする。 

第２条 予算決算常任委員会に会議規則第103条の規定による分科会を置くも

のとする。 

２ 前項の小委員会は、次の各号によるものとし、それぞれ当該各号に掲げる

所管に関連する事項を担当させるものとする。 

［削除］ 

(１) 予算委員会 一般会計、特別会計及び企業会計の当初予算に関する審

査 

 

(２) 決算委員会 一般会計、特別会計及び企業会計の決算に関する審査  

３ 第１項の分科会は次の各号によるものとし、それぞれ当該各号に掲げる所

管に関連する事項を担当させるものとする。 

２ 前項の分科会は次の各号によるものとし、それぞれ当該各号に掲げる所管

に関連する事項を担当させるものとする。 

(１) 総務文教分科会 総務文教常任委員会が所管する部局の補正予算に関

する審査 

(１) 総務経済分科会 総務経済常任委員会が所管する部局の当初予算、決

算及び補正予算に関する審査 

(２) 民生生活分科会 民生生活常任委員会が所管する部局の補正予算に関

する審査 

(２) 文教民生分科会 民生生活常任委員会が所管する部局の当初予算、決

算及び補正予算に関する審査 

(３) 産業建設分科会 産業建設常任委員会が所管する部局の補正予算に関 ［削除］ 
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改  正  前 改  正  後 

する審査 

４ 第２項に規定する小委員会の委員の選任は、予算決算常任委員会の委員長

の指名によるものとする。 

［削除］ 

５ ［略］ ３ ［略］ 

６ 小委員会及び分科会に委員長及び副委員長を置く。なお、小委員会の委員

長及び副委員長は当該小委員会の互選によるものとし、分科会の委員長及び

副委員長は、それぞれ当該分科会に対応する部門別常任委員会の委員長及び

副委員長をもって充てる。 

４ 分科会に委員長及び副委員長を置く。なお、分科会の委員長及び副委員長

は、それぞれ当該分科会に対応する部門別常任委員会の委員長及び副委員長

をもって充てる。 

７ 小委員会及び分科会（以下「分科会等」という。）は、当該分科会等の委

員長が招集する。 

５ 分科会は、当該分科会の委員長が招集する。 

８ 分科会等の委員長は、分科会等の議事を整理し、秩序を保持する。 ６ 分科会の委員長は、分科会の議事を整理し、秩序を保持する。 

９ 分科会等の委員長は、予算決算常任委員会（以下「全体会」という。）に

おいて分科会等の主な質疑及び意見を報告する。 

７ 分科会の委員長は、予算決算常任委員会（以下「全体会」という。）にお

いて分科会の主な質疑及び意見を報告する。 

10 分科会等は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことが

できない。 

８ 分科会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことがで

きない。 

11 分科会等は、全体会が付託を受けた議案のうち、その担当に属する部分を

分担して審査又は調査するものとする。 

９ 分科会は、全体会が付託を受けた議案のうち、その担当に属する部分を分

担して審査又は調査するものとする。 

12 ［略］ 10 ［略］ 

13 分科会等の委員長は、全体会に当該分科会等の審査の結果と経過を報告す

るため、当該分科会等において付託議案の賛否を問うことができるものとす

る。ただし、当該賛否の結果は、全体会の討議及び採決に影響を及ぼすもの

ではない。 

11 分科会の委員長は、全体会に当該分科会の審査の結果と経過を報告するた

め、当該分科会において付託議案の賛否を問うことができるものとする。た

だし、当該賛否の結果は、全体会の討議及び採決に影響を及ぼすものではな

い。 

14 分科会等の会議は公開する。ただし、分科会等の決定により秘密会を開く

ことができる。 

12 分科会の会議は公開する。ただし、分科会の決定により秘密会を開くこと

ができる。 

15 その他、分科会等の運営については、委員会条例及び会議規則の規定を準 13 その他、分科会の運営については、委員会条例及び会議規則の規定を準用
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改  正  前 改  正  後 

用するものとする。 するものとする。 

（関連議案等の範囲） （関連議案等の範囲） 

第３条 全体会に付託される議案の範囲は次に掲げる議案とする。 第３条 全体会に付託される議案の範囲は次に掲げる議案とする。 

(１) 予算又は決算と関連し、かつ複数の分科会に関連するもの (１) 予算又は決算と関連し、かつ、第２条第２項各号に掲げる分科会のい

ずれにも関連するもの 

(２)・(３) ［略］ (２)・(３) ［略］ 

（審査及び調査） （審査及び調査） 

第４条 全体会に付託された議案の審査の方法は、次によるものとする。 第４条 全体会に付託された議案の審査の方法は、分科会において詳細審査

し、審査が終わったときは、その結果と経過を全体会で報告するものとす

る。 

(１) 当初予算議案及び決算議案は、第２条第２項に規定する小委員会にお

いて詳細審査し、審査が終わったときは、その結果と経過を全体会で報告

するものとする。 

［削除］ 

(２) 補正予算議案は、第２条第３項に規定する分科会において詳細審査

し、審査が終わったときは、その結果と経過を全体会で報告するものとす

る。 

［削除］ 

［２・３ 略］ ［２・３ 略］ 

（予算質疑及び決算質疑） （予算質疑及び決算質疑） 

第５条 予算議案及び決算議案に関する質疑は、複数の分科会に関連する内容

あるいは政策的判断を求める内容に限り、本会議において行うものとする。

この場合において、質疑をしようとする議員は、発言の件名及び要旨をあら

かじめ通告するものとする。 

第５条 予算議案及び決算議案に関する質疑は、第２条第２項各号に規定する

いずれの分科会にも関連する内容あるいは政策的判断を求める内容に限り、

本会議において行うものとする。この場合において、質疑をしようとする議

員は、発言の件名及び要旨をあらかじめ通告するものとする。 

（分科会等の委員長報告に対する質疑） （分科会の委員長報告に対する質疑） 

第６条 全体会での分科会等の委員長報告に対する質疑は、分科会等の委員長

報告がすべて終了した後に行うものとする。 

第６条 全体会での分科会の委員長報告に対する質疑は、分科会の委員長報告

がすべて終了した後に行うものとする。 
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改  正  前 改  正  後 

（自由討議） （自由討議） 

第７条 前条の分科会等の委員長報告に対する質疑の後、委員相互の自由討議

により十分に議論を尽くして合意形成に努めるものとする。 

第７条 前条の分科会の委員長報告に対する質疑の後、委員相互の自由討議に

より十分に議論を尽くして合意形成に努めるものとする。 

（開会場所） （開会場所） 

第９条 全体会及び小委員会は、本会議場で開会するものとする。 第９条 全体会及び予算審査及び決算審査における分科会は、本会議場で開会

するものとする。 

２ 分科会は、会議室で開会するものとする。 ２ 補正予算審査における分科会は、会議室で開会するものとする。 

備考 この表において、下線を付した部分は改正箇所を示し、［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この訓令は、発令の日から施行する。 
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